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塚本内科消化器科 開設者 様

東北厚生局

更新時集団指導の実施について（通知）
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社会保険医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼

申し上げます。

さて、この度、健康保険法第 73条（船員保険法第 59条において準用する場合

を含む。）、国民健康保険法第41条及び高齢者の医療の確保に関する法律第 66条

の規定により、下記のとおり東北厚生局と宮城県による更新時集団指導を実施いた

しますので、出席されるよう通知します。
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保険医療機関における保険診療等について定められている「保険医

療機関及び保険医療養担当規則」等をさらに理解していただき、保

険診療の質的向上及び適正化を図ることを目的としています。

平成 30年 9月6日（木）午後6時 00分から午後 8時 00分まで
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日

場

時

所

仙台市広瀬文化センター

仙台市青葉区下愛子字観音堂 5 電話 022-392-8401
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出席者

持参物

その他

管理者（院長）及び請求事務担当者

別紙「更新時集団指導出席者名簿」 をご記入のうえご持参ください。

駐車場は、広瀬文化センター、広瀬市民センター、広瀬図書館との

共有駐車場で台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用

願います。※宮城総合支所の駐車場は使用不可です。

【担当】東北厚生局指導監査課 L凡-~ 電話 022-206-5217



交通・アクセス
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JR 仙山織

〇仙台駅発ー愛子、作並、山形行き乗車 （愛子駅まで約 30分）

〇山形、作並駅発ー仙台行き乗車

愛子駅下車徒歩8分

バス 仙台市営

〇仙台駅前発ー作並温泉、白沢車庫、定義行き乗車

（愛子駅前まで約40分）

〇作並温泉、白沢車庫、定義発ー仙台駅前行き乗車

愛子駅前下車（地図バス停1) 徒歩5分

愛子観光バス（路線バス）

〇仙台駅前発一錦ヶ丘八丁目行き乗車（宮城総合支所前まで約 25分）

〇錦ヶ丘八丁目発ー仙台駅前行き乗車

宮城総合支所・愛子小学校前下車（地図バス停2)

車

.. 

白石・橿塵

〇仙台市中心部から

仙台西道路～国道48号線愛子バイパスを山形方面へ

愛子駅の案内表示がある交差点（歩道橋あり）を右折

〇山形、作並方面から

国道48号線を仙台方面へ

愛子駅の案内表示がある交差点（歩道橋あり）を左折

※駐車場は、広瀬文化センター、広瀬市民センター、広瀬図書館との

共有駐車場となります。

JR等公共交通機関をご利用ください。

徒歩3分

仙台市広瀬文化センター
〒989-3125 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 電話 02 2-3 9 2-8 4 0 1 FAX O 2 2-3 9 2-8 4 1 0 
メールアドレス hi r obun@hm-senda i. j p ホームページ http://www. hm-senda i. jp/s i setu/h i rose 制作：平成27年4月



郡市医師会長殿

宮医発第 808号

平成 30年 8月 10日

平成 30年度宮城県保険医療機関更新時集団指導の実施について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

標記指導について、東北厚生局長より別紙のとおり実施する旨の通知がありました。

本指導は、健康保険法第 73条（船員保険法第 59条において準用する場合を含む。）

国民健康保険法第 41条及び高齢者の医療の確保に関する法律第 66条の規定に基づき実

施するものであります。

つきましては、貴会のおかれましても本指導の趣旨をご承知賜りますとともに、指導

対象となっている貴会管下医療機関管理者（やむを得ない場合は事務職員のみの出席も

可）に出席いただきますよう、特段のご高配方よろしくお願い申し上げます。

担当：総務課佐々木

TEL : 022-227-1591 

FAX : 022-266-1480 

E-Mail : mma@miyagi. med. or. jp 



平成 30年 8月 17日

塚本内科消化器科

院長塚本和彦殿

平成 30年度宮城県保険医療機関更新時集団指導の実施について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、別紙のとおりご出席につきまして、よろしくお願い申し上げます。

• 



集団指導（新規•更新時）次第

1 「保険診療の理解のために」

日時：平成 30年 9月 6日（木）

午後 6時から午後8時まで

場所：仙台市広瀬文化センター

仙台市青葉区下愛子字観音堂 5

東北厚生局医療課保険指導医佐山恒夫

2 「健康保険法等に基づく指導・監査」について

東北厚生局指導監査課 医療指導監視監査官 阿部健司

集団指導（新規• 更新時）終了後

1 医療用麻薬及び向精神薬の適正使用及び管理の徹底について

東北厚生局麻薬取締部


